
l�東久留米自動車教習所☎０４２・４７１・２９１５、
または市管理課管理調整担当☎０４２・４７０・７７６４

市立小・中学校連合作品展・連合書写展市立小・中学校連合作品展・連合書写展
６年度

　市立小・中学校の児童・生徒の造形・絵画・書写の力作が一堂に会した作品
展・書写展を開催します。
　会場では、「小学生科学展」の各校代表作品および図書館を使った「調べる学習
コンクール」の入賞者作品（レプリカ）も展示します。当日はどなたでも鑑賞可
能のため、ぜひ会場にお越しください。

２ 月２８日㈮午後 ５時～ ７時
３月 １日㈯午前 ９時～午後 ４時
　　 ２日㈰午前 ９時～午後 ４時

日時

連合作品展＝市民プラザホール
連合書写展＝市民プラザ会議室
（いずれも市役所 １階）

場所

l市指導室指導係☎０４２・４７０・７７８１

過去の作品展

　 ７ 年 ４ 月に小学校入学予定の児童を対象に、交通ルールなどを学ぶ「新
入学児童交通安全の集い」を開催します。ぜひご参加ください。

「新入学児童交通安全の集い」を開催します「新入学児童交通安全の集い」を開催します

　令和 ６年の市内における交通事故件数は１５５件（内死者数 ３人）でした。
　中学生以下のこどもが関与する事故は１２件、６５歳以上の高齢者が関与する事故は５９件あ
りました。また、自転車が関与する事故は６９件で、皆さんの身近な移動手段である自転車
が当事者となる事故が、事故全体の ４割以上を占めています。
　市では、春・秋の全国交通安全運動や冬のTOKYO交通安全キャンペーンを通して、交
通ルールの遵守や交通マナーの実践を習慣付ける啓発活動を実施しているほか、警視庁が
発行する交通安全情報を市nに掲載して交通安全意識の啓発に努めています。交通ルール
を遵守するとともに交通マナーを実践するなど交通事故防止にご協力ください。
l管理課管理調整担当☎０４２・４７０・７７６４

表　市内交通事故件数
項目 令和6年 令和5年
事故件数 155件 153件
死者数 ３人 ２人

こども関与事故件数 12件 15件
こども関与率 7.7％ 9.8％

高齢者関与事故件数 59件 56件
高齢者関与率 38.1％ 36.6％

自転車関与事故件数 69件 60件
自転車関与率 44.5％ 39.2％

令和 ６年における市内の交通事故について令和 ６年における市内の交通事故について

いっしょに学ぼう！交通ルールいっしょに学ぼう！交通ルールいっしょに学ぼう！交通ルールいっしょに学ぼう！交通ルール

４ 月 １ 日㈫午後 １ 時半～ ４ 時４ 月 １ 日㈫午後 １ 時半～ ４ 時
（ １ 時から受け付け）（ １ 時から受け付け）

日時

※�雨天時は、生涯学習センターで実施します。雨天時
の会場確認については、当日午前１０時以降に同教習
所（☎０４２・４７１・２９１５）へお問い合わせください。

東久留米自動車教習所東久留米自動車教習所場所

c▼警察官による交通安全教室▼信号の見方や交差点の渡り方などの実践
▼飛び出し事故・巻き込み事故の再現▼人形劇など
※実施内容は変更する場合があります。

e市内在住で ７年 ４月に小学校入学予定の児童と保護者
j▼東久留米自動車教習所、田無警察署および関係団体による共催
▼晴天時は、警視庁騎馬隊の参加を予定しています。

k ３ 月１４日㈮までに市n、または申し込みフォームから申し込みを
※電話での申し込みはできません。

申し込み
フォーム

今号の主な内容

No. 1367

令和7年
（2025年）

2／15 号
・市民税・都民税の申告と所得税の確定申告は郵送やインターネットで… ２面

・「東久留米市GX推進方針」を策定しました……… ２面

・ペットの飼い主の皆さんへ飼育マナーとルールの確認を… ４面

・歩くるめマップを使って歩こう！キャンペーン… ７面

みんないきいき　活力あふれる　湧水のまち

〒203-8555 東久留米市本町３-３-１　☎042・470・7777（代） https://www.city.higashikurume.lg.jp/
発行／東久留米市　　編集／企画経営室秘書広報課　 ■東久留米市ホームページ

毎月１日・１５日発行



市
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生

活

２月２８日㈮納期限２月２８日㈮納期限
納期内納付にご協力くださいl納税課☎︎042・470・7729

固定資産税・都市計画税 第４期

国民健康保険税 第８期

後期高齢者医療保険料 第８期

介護保険料 第８期
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表　認可外保育施設一覧
施設名 所在地 電話番号 対象年齢 定員

東京都認証
保育所Ａ型

東久留米プチ
・クレイシュ

東本町１５−２
ブランシール第３東久留米１階 ０４２・４７５・０７７０

０～５歳
３０人

ぽけっとラン
ド南沢

南沢５−１７−６２
イオンモール内 ０４２・４５１・７１３８ ４０人

企業主導型
保育施設

ＢｕｎＢｕｎ
保育園

本町３−９−１
日神パレステージ１０２−２ ０４２・４７２・４１１３ ０～２歳 １２人

ＢｕｎＢｕｎ
保育園Ⅱ 幸町３−２−３ ０４２・４７９・４１１５ ０～５歳 ３０人
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同センターn

■市役所での確定申告書作成相談の実施
　給与または年金収入のみの方の簡易な確定申告の「作成相談」を実施し
ます。
a ２ 月１７日㈪～ ３ 月１７日㈪午前 ９ 時～午後 ３ 時半（土曜・日曜日、祝日
を除く。 ３月１７日㈪は正午まで）
b市役所 ２階２０４会議室（課税課特設会場）
※�２ 月２１日㈮、 ３ 月 ７ 日㈮を除き、予約フォームで事前予約が必要です（電話での予約
不可）。当日券の配布もありますが、相談枠に限りがあります。

　郵送やインターネットを利用した申告書の提出にご協力ください（下
表参照）。

市民税・都民税の申告と所得税の確定申告は
郵送やインターネットで
l▼市民税・都民税と作成相談＝課税課市民税係☎０４２・４７０・７７７７（内線２３３３～２３３７）
　▼所得税の確定申告書＝東村山税務署☎０４２・３９４・６８１１

表　郵送などでの提出方法

税目 市民税・都民税の申告 所得税の確定申告

提出期限 ３月１７日㈪

提出方法 郵送（※）
郵送（※）またはe−Tax
国税庁nの「確定申告書等作成コ
ーナー」から自宅などで確定申告
書の作成が可能です。

送付先
〒２０３−８５５５
東久留米市本町３−３−１
市役所課税課市民税係

〒１８９−８５５５
東村山市本町１−２０−２２
東村山税務署

備考
前年度に提出している方には申告
書を郵送でお送りしています。
また、市nからも印刷できます。

詳細は東村山税務署へお問い合わ
せください。
また、国税庁nで確定申告関連書
類を掲載していますのでご利用く
ださい。

※申告書に必要事項を記入し、必要書類を添付して郵送してください。
　�また、申告書控えの返送を希望の方は、返送先を記入し、切手を貼った返信用
封筒を同封してください。

市n

国税庁n
（確定申告書等
作成コーナー）

国税庁n
（確定申告書

様式等）

予約フォーム

l企画調整課☎０４２・４７０・７７０２
　市では、国が策定した「GX推進戦略」を受け、「２０５０年ゼロ
カーボン社会の実現」とともに、市民が「あんしんして暮らせ
るまち」を目指すため、「東久留米市GX推進方針～踏み出そう
！未来のために、地球のために～」を ７年 １月に策定しました。
　本方針は、再生可能エネルギーの一層の導入を軸足に置き、
カーボンニュートラル、災害レジリエンス、地域経済の好循環の三位一体の
取り組みを進める羅針盤となります。
閲覧場所市n、市政情報コーナー（市役
所 １ 階）、中央・滝山・東部・ひばりが
丘の各図書館でもご覧いただけます。

GX推進戦略（脱炭素成長型経済
構造移行推進戦略）とは
　GX（グリーントランスフォーメーショ
ン）推進法に基づき、２０５０年カーボンニ
ュートラルの実現を目指すとともに、我
が国の産業競争力強化・経済成長の実現
に向けた取り組み等をまとめた戦略です。

市n

「東久留米市GX推進方針～踏み出そう！未来の「東久留米市GX推進方針～踏み出そう！未来の
ために、地球のために～」を策定しましたために、地球のために～」を策定しました

7．2．15 ２

凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

市民生活 こどもと教育



3 月 の 無 料 相 談3 月 の 無 料 相 談
相談内容 相談日 時間 相談員 場所 問い合わせ先

耐震相談 ３ 月は実施しません（次回は ４月１１日㈮実施予定） 施設建設課
☎０４２・４７０・７７５６

教育相談
※�電話相談
も可

火曜〜
土曜日

午前１０時〜
午後 ５時
（滝山のみ水
曜日は ６時ま
で）

教育相談員

中央相談室
（成美教育文
化会館内教育
センター）

中央相談室
☎０４２・４７３・３６６７

月曜〜
金曜日

滝山相談室
（西部地域セ
ンター内）

滝山相談室
☎０４２・４７５・８９０９

母子・父子
相談 開庁日 午前 ８時半〜

午後 ５時
母子・父子
自立支援員

市役所 ２階
児童青少年課

児童青少年課
☎０４２・４７０・７７３６

知的障害者
相談 １２日㈬ 午前１０時〜

正午
知的障害者相
談員

市役所 １階
相談室

障害福祉課
☎０４２・４７０・７７４７
o０４２・４７５・８１８１

心身障害者
（児）相談 平日

午前 ９時〜
午後 ５時

さいわい福祉
センター
支援員

さいわい福祉
センター

さいわい福祉セン
ター
☎０４２・４７７・２７１１

職業相談 開庁日 ハローワーク
三鷹職員

市役所 ２階
ワークコーナー

直接会場で
住宅増改築
相談 １３日㈭ 午前１０時〜

正午、午後 １
時〜 ４時

市住宅増改築
等斡旋事業登
録団体協議会

市役所 １階
屋内ひろば

消費者相談 平日 消費生活相談
員

市役所 ２階
生活文化課

市消費者センター
☎０４２・４７３・４５０５

行政相談 １２日㈬ 午前１０時〜
正午 行政相談委員 市役所 ２階

生活文化課
生活文化課
☎０４２・４７０・７７３８

生活困窮者
自立相談 開庁日 午前 ９時〜

午後 ４時 相談支援員 市役所 １階
福祉総務課

福祉総務課
☎０４２・４７０・７７４１

相談内容（定員） 相談日 時間 相談員 予約開始日時 場所 問い合わせ先

法律相談（各日 ８人）

５ 日㈬

午前１０時から 弁護士
２月２７日㈭

市役所 ２階
相談室

各予約開始日の午
前 ８時半から電話
で生活文化課
☎０４２・４７０・７７３８

１２日㈬
１９日㈬

３月１３日㈭
２６日㈬

不動産・相続・会社
の登記等相談（ ５人）

５ 日㈬
午後 １時から 司法書士

２月２５日㈫
表示登記・土地の境
界等登記相談（ ４人） 午前１０時から 土地家屋

調査士
相続・遺言・成年後
見等手続き相談
（ ５人）

１２日㈬
午後 １時から

行政書士 ３月 ６日㈭

税務相談（ ５人）
１９日㈬

税理士 ３月１１日㈫
人権・身の上相談
（ ４人）

午後 １時半か
ら

人権擁護委
員 ３月１３日㈭

不動産取引相談
（ ５人） ６ 日㈭

午後 １時から
宅地建物
取引士 ２月２７日㈭

交通事故相談（ ５人）

２６日㈬

弁護士

３月１８日㈫年金・労災・雇用・
保険・人事管理等相
談（ ４人）

午前１０時から 社会保険
労務士

女性の悩みごと相談
（各日 ４人）

３ 日㈪

午前１０時半〜
午後 ４時半

女性カウン
セラー

２月１９日㈬
各予約開始日の午
前 ９時から電話で
男女平等推進セン
ター
☎０４２・４７２・００６１

１０日㈪
１７日㈪

３月 ５日㈬２４日㈪
３１日㈪

女性弁護士による法
律相談（ ４人） ７ 日㈮ 午前 ９時半〜

午後 ０時半 女性弁護士 ２月２１日㈮

経営相談 平日 午前１０時半〜
午後 ４時半

市商工会
経営指導員

前日まで予
約可 市商工会館 市商工会

☎０４２・４７１・７５７７

高
齢
者

・
福
祉

６
年
度
東
久
留
米
市�

手
話
通
訳
者
登
録
試
験

の
中
止

　
市
で
は
例
年
、
市
独
自
の
手

話
通
訳
者
登
録
試
験
を
実
施
し

て
い
ま
す
が
、
手
話
通
訳
者
等

派
遣
事
業
の
需
要
が
高
ま
り
、

手
話
通
訳
者
に
一
定
以
上
の
知

識
・
技
術
が
求
め
ら
れ
て
い
る

現
状
を
受
け
て
、
７
年
度
か
ら

は
手
話
通
訳
者
全
国
統
一
試
験

へ
の
移
行
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
準
備
期
間
と
し
て
、
６

年
度
の
市
独
自
の
手
話
通
訳
者

登
録
試
験
は
中
止
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
試
験
の
準
備
を

さ
れ
て
い
た
方
に
は
大
変
申
し

訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
ご
理
解

の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　
７
年
度
の
手
話
通
訳
者
全
国

統
一
試
験
へ
の
受
験
対
策
に
つ

い
て
は
、
別
途
検
討
中
で
す
。

７
年
度
に
受
験
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
２
月
２８
日
㈮
ま
で
に
、

タ
イ
ト
ル
に「
手
話
通
訳
試
験

希
望
」と
明
記
し
て
、
障
害
福

祉
課
m（shogaifukushi

＠

city.higashikurum
e.

lg.jp

）へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

l
障
害
福
祉
課
地
域
支
援
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
４
７

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

わ
か
く
さ
学
園
４
月
入
園

児
募
集（
二
次
募
集
）

申
込
期
間
２
月
１７
日
㈪
～
２１
日

㈮対
象
児
心
身
に
障
害
や
発
達
に

遅
れ
を
有
す
る
就
学
前（
６
歳

未
満
）の
児
童

募
集
人
数
若
干
名
。
選
考
審
査

に
よ
り
入
園
の
可
否
を
決
定

k
所
定
の
入
園
申
請
書（
わ
か

く
さ
学
園
で
配
布
）に
必
要
事

項
を
記
載
の
上
、
申
込
期
間
中

に
直
接
同
学
園
へ

l
同
学
園
☎
０４２
・
４
６
７
・
３

２
７
５

合
同
ひ
き
こ
も
り
家
族
会

　
同
じ
悩
み
を
抱
え
る
方
同
士

で
悩
み
を
分
か
ち
合
い
、
つ
な

が
り
、
支
え
合
う
集
ま
り
で
す
。

お
住
ま
い
の
地
域
は
問
い
ま
せ

ん
。

a
３
月
９
日
㈰
午
後
２
時
～
４

時（
１
時
４５
分
か
ら
受
け
付
け
、

入
退
室
自
由
）

b
市
役
所
７
階
７
０
１
会
議
室

c「
き
よ
せ
ひ
き
こ
も
り
家
族

サ
ロ
ン
」と「
ひ
が
し
く
る
め
ひ

き
こ
も
り
家
族
会
」の
合
同
開

催
。
近
隣
市
の
家
族
会
の
活
動

内
容
も
ご
紹
介
し
ま
す

e
ひ
き
こ
も
り
で
お
悩
み
の
ご

家
族
ま
た
は
本
人

f
先
着
４０
人

j
共
催
＝
清
瀬
市
社
会
福
祉
協

議
会
、
東
久
留
米
市
社
会
福
祉

協
議
会

k
３
月
５
日
㈬
ま
で
に
申
し
込

み
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
直
接
東
久

留
米
市
地
域
福
祉
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
ー
担
当（
市
社
会
福
祉
協

議
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ

ー
）へ

l
同
担
当
☎
０４２
・
４
７
５
・
０

７
３
９

申し込み
フォーム

認
知
症
介
護
者
家
族
会

　
認
知
症
の
あ
る
方
を
介
護
す

る
ご
家
族
の
方
、
一
人
で
介
護

の
悩
み
を
か
か
え
て
い
ま
せ
ん

か
。
日
々
の
こ
と
や
心
配
ご
と

な
ど
、
気
軽
に
話
し
、
ほ
っ
と

で
き
る
場
所
と
し
て
開
催
し
て

い
ま
す
。
３
月
は
中
部
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
主
催
で
す

（
４
月
は
東
部
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
ま
す
）。

事
前
に
お
申
し
込
み
の
上
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

対
象
地
域
学
園
町
・
ひ
ば
り
が

丘
団
地
・
本
町
・
中
央
町
・
幸

町
・
南
沢
・
前
沢
一
～
三
丁
目

・
南
町

a
３
月
１０
日
㈪
午
後
１
時
１５
分

～
２
時
半

b
中
央
町
地
区
セ
ン
タ
ー
第
１

会
議
室

k
l
中
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
０４２
・
４
７
０
・
８
１
８

６
ま
た
は
☎
０４２
・
４
５
１
・
５

１
２
１
へ

在
宅
療
養
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム�

「
落
語
de
笑
っ
て
学
ぼ
う�

在
宅
医
療
と
人
生
会
議�

（
Ａ
Ｃｐ
）」

　
創
作
落
語「
天
国
か
ら
の
手

紙
」を
聞
い
た
上
で
、
医
療
・

ケ
ア
が
必
要
に
な
っ
た
時
自
分

は
ど
こ
で
ど
ん
な
ふ
う
に
過
ご

し
た
い
の
か
、
悔
い
な
く「
生

き
き
る
」た
め
に
で
き
る
こ
と

を
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

a
３
月
１３
日
㈭
午
後
２
時
～
４

時（
１
時
半
か
ら
受
け
付
け
）

b
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル（
市
役

所
１
階
）

f
先
着
８０
人（
要
事
前
申
し
込

み
）

d
生
島
清
身
氏（
行
政
書
士
・

社
会
人
落
語
家
）

j
手
話
通
訳
あ
り
。
必
要
な
方

は
３
月
５
日
㈬
ま
で
に
申
し
込

み
を

k
２
月
１７
日
㈪
午
前
９
時
か
ら
、

申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
電

話（
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
７

７〈
内
線
２
５
０
１
～
２
５
０

３
〉）で
介
護
福
祉
課
地
域
ケ
ア

係
へ
。
手
話
通
訳
が
必
要
な
方

で
、
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
か
ら

の
申
し
込
み
が
難
し
い
場
合
は
、

住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
o

番
号
を
記
入
の
上
、
o（
０４２
・

４
７
０
・
７
８
０
８
）で
申
し

込
み
を

l
市
在
宅
療
養
相
談
窓
口
☎
０４２

・
４
２
０
・
５
５
２
１申し込み

フォーム

　スマホをお持ちでない方から、持っているけどあまり使えていない方などが、
基本的な使い方から日常よく使う機能に関する操作などについて学べます。主
催者がスマホを用意するため、お持ちでない方もお気軽にご参加ください。

シニアのための
やさしいスマートフォン（スマホ）教室

l市社会福祉協議会地区センター担当☎０４２・４７９・５５５０
（午前 ９時〜午後 ５時、火曜日・祝日を除く）

ab時間はいずれも午前１０時〜正午。
　① ３月 ３日㈪、八幡町地区センター
　② ３月 ５日㈬、浅間町地区センター
　③ ３月 ６日㈭、野火止地区センター
　④ ３月 ７日㈮、南町地区センター
　⑤ ３月１０日㈪、中央町地区センター
e６０歳以上の方
f各会場先着１６人
dスマホアドバイザー
g無料
hスマホ（お持ちの方のみ）、筆記用具
i申し込みが ８人以下の場合、開催を中止する場合あり
j主催は市社会福祉協議会
k ２ 月１７日㈪午後 １時〜２８日㈮に、氏名・住所・年齢・電話番号・受講希望日
を電話で同協議会地区センター担当へ連絡を
　※�各会場とも定員に満たない場合は募集期間を延長する場合があります。
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住
環
境

２
月
24
日
月・休

の
ご
み

収
集

　
２
月
２４
日
は
休
日
で
す
が
、

平
日
と
同
様
に
収
集
し
ま
す
。

　
ご
み
と
資
源
物
は
、
決
め
ら

れ
た
収
集
日
の
当
日
、
午
前
８

時
半
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

小
型
廃
家
電
類
を
除
く
全
品
目

が
戸
別
収
集
で
す
。
ご
み
収
集

日
や
分
別
な

ど
の
ご
み
出

し
ル
ー
ル
は

市
n
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

l
ご
み
対
策
課
☎
０４２
・
４
７
３

・
２
１
１
７（
粗
大
ご
み
の
申

し
込
み
は
☎
０４２
・
４
７
３
・
２

１
１
８
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
）第

29
回
東
久
留
米
市 

環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル 

出
展
者
募
集

　
６
月（
環
境
月
間
）に
開
催
す

る
環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
、

今
年
で
２９
回
目
を
迎
え
る
環
境

イ
ベ
ン
ト
で
す
。
昨
年
は
、
２

２
０
０
人
以
上
の
来
場
が
あ
り
、

皆
さ
ん
の
日
頃
の
環
境
に
関
す

る
活
動
や
取
り
組
み
を
広
く
知

っ
て
も
ら
え
る
機
会
で
す
。
ぜ

ひ
ご
出
展
く
だ
さ
い
。

a
b
６
月
７
日
㈯
・
８
日
㈰
、

市
民
プ
ラ
ザ（
市
役
所
１
階
）他

応
募
資
格
テ
ー
マ「
み
ん
な
で

創
る
　
み
ん
な
の
未
来
」に
沿

っ
た
環
境
に
関
す
る
展
示
や
イ

ベ
ン
ト
の
実
施
が
可
能
で
、
次

の
い
ず
れ
に
も
参
加
で
き
る
市

内
在
住
の
個
人
、
団
体
、
事
業

者
、
学
校
な
ど

▼
事
前
説
明
会（
５
月
２０
日
㈫

午
後
６
時
か
ら
２
時
間
程
度
、

市
役
所
に
て
）

▼
環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
当
日

と
準
備（
６
日
㈮
）

j
出
展
者
に
つ
き
パ
ネ
ル
１
枚

（
展
示
面
は
縦
１
２
０
㌢
㍍
×

横
１
８
０
㌢
㍍
ま
た
は
縦
１
１

７
・
５
㌢
㍍
×
横
１
１
７
・
５

㌢
㍍
）と
長
机
１
台（
横
１
８
０

㌢
㍍
）。
数
に
限
り
が
あ
り
ま

す
の
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
調

整
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ

り
ま
す

k
３
月
７
日
㈮
ま
で
に（
必
着
）、

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
郵
送（
〒
２０３
ー
８
５
５
５
、

市
役
所
環
境
政
策
課
宛
て
）、

m（kankyoseisaku@
city.

higashikurum
e.lg.jp

）、

o（
０４２
・
４
７
０
・
７
８
０
９
）

ま
た
は
直
接
同
課（
市
役
所
５

階
）へ
持
参
を
。申
込
書
は
２
月

１４
日
㈮
か
ら
市
n
で
公
開
予
定

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

５
３火

災
を
予
防
し
よ
う

　
令
和
６
年
中
に
市
内
で
発
生

し
た
火
災
は
３３
件
で
、
前
年
よ

り
１６
件
減
少
し
ま
し
た
。

　
１２
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
は

火
災
が
多
発
す
る
時
期
で
す
。

こ
の
時
期
は
暖
房
器
具（
ス
ト

ー
ブ
、
こ
た
つ
、
エ
ア
コ
ン
な

ど
）の
使
用
が
増
え
空
気
が
乾

燥
す
る
た
め
特
に
注
意
が
必
要

で
す
。
３
月
１
日
㈯
～
７
日
㈮

の「
春
の
火
災
予
防
運
動
」期
間

を
前
に
、
次
の
ポ
イ
ン
ト
を
守

り
、
火
災
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

▼
周
囲
に
燃
え
や
す
い
物
を
置

か
な
い
▼
外
出
時
や
就
寝
時
は

必
ず
消
す
▼
給
油
は
必
ず
消
火

後
に
行
う
▼
暖
房
器
具
の
近
く

で
洗
濯
物
を
干
さ
な
い

l
東
久
留
米
消
防
署
防
火
査
察

係
☎
０４２
・
４
７
１
・
０
１
１
９

l環境政策課☎︎042・4７0・７７５３

ペットの飼い主の皆さんへ

飼育マナーとルールの確認を

正しく愛情を持って終生飼育を 災害に備える 身元の表示

　ペットは私たちの生活に癒しや安らぎを与えてくれる大切な存在
です。しかし、一部の飼い主の無責任な行動などから、市には、犬
や猫の飼育マナーなどについて寄せられる苦情が後を絶ちません。
苦情の多くは、飼い主のマナー次第で解決するものです。飼育マナ
ーとルールの確認をお願いします。

市n

■鳴き声に注意を
　犬の鳴き声について、飼い主は気にならなくても、不快に感じる方
はいます。犬が鳴くときは必ず原因があります。原因を取り除く工夫
をし、近隣の迷惑にならないようにしましょう。
■散歩時のルール
①犬をリードでつなぎ、手を離さない
　都の条例により犬をリード（引き綱）から放す
ことは禁止されています。小型犬であっても恐
怖を感じる人がいます。リードでつなぐことは
もちろん、犬のとっさの行動に対応できるよう、
リードは短く持ちましょう。
②声の大きさに注意し、交通ルールを守る
　早朝や深夜の散歩時に大声で話をしたり、道路いっぱいに広がって
散歩をすると、周囲に迷惑が掛かります。交通ルールなどを守って、
ペットも飼い主さんも安全に散歩をしましょう。
③ペットの排泄物はきちんと後始末を
　ペットのおしっこはすぐに水で流しても臭いが消えない場合があり
ます。日頃から自宅で排泄を済ませてから散歩する、ペット用トイレ
シートなどに吸収させるなどの対応を取りましょう。自宅内でもトイ
レができるようにすることで、雨の日など散歩に行けない時に排泄を
我慢することがなくなります。
　市では条例により、飼い犬などのふんを放置することを市内全域で
禁止しています。ペットのふんについては、必ずふん用袋を持参し持
ち帰りましょう。

■猫の飼育は屋内で
　最近の交通・住宅事情を考える
と、猫の飼育は屋内が望ましいと
いえます。猫は家具などを利用し
て上下運動ができる環境があれば、
家の中で飼うことができます。専
用トイレ、つめとぎなども用意し
ましょう。
■望まない猫の繁殖を防止する
　猫は年 ２～ ３回出産し、すぐに増えてしまいます。望まない
猫の繁殖を防ぐためにも、不妊・去勢手術をしましょう。手術
をすることで、性格が穏やかになるとともに、生殖器などの病
気になる心配も少なくなります。
■飼い主のいない猫
　飼い主のいない猫（野良猫）に、不妊・去勢手術をせずに餌だ
け与えていると、猫はどんどん増えてしまいます。餌を与えて
いる方は、次のことを心がけ、愛情と責任をもって猫に接しま
しょう。
⃝�今以上に猫が増えすぎないよう不妊・去勢手術をしましょう。
⃝�置き餌をせず、食べ残しは片付け、いつも清潔にしましょう。
⃝ふんがあればすぐに始末しましょう。
⃝�近所の人たちとコミュニケーションをとり、地域から理解が
得られる努力をしましょう。

の飼育の注意点犬犬 の飼育の注意点猫猫

　ペットは、共に暮らし心を通い合わせられ
る命ある存在です。動物への虐待、ペットの
遺棄は法律で罰せられます（ ５ 年以下の懲役
または５００万円以下の罰金）。また、誤った飼
い方は近隣の方とのトラブルが生じる原因に
もなります。飼い主は責任と愛情を持って終
生飼育しましょう。

　災害が発生し、家の倒壊などで避難が必
要なときは、事情の許す限り動物を同行し
て避難してください。普段から「人や他の
動物を怖がらない」「嫌がらずにケージに入
る」「トイレは決められた場所でする」など
のしつけをしておきましょう。動物のため
の防災用品（１０日以上の食事と水など）も用
意しておきましょう。また、あらかじめ、
防災マップなどで避難場所などを確認して
おきましょう。
　市ではペットの防災についてパンフレッ
トを作成しています。環境政策課（市役所
５ 階）での配布の他、市nからもご覧いた
だけます。

　迷子になったペットが飼い主のもとに
戻れないケースは少なくありません。迷
子犬は警察署や動物愛護相談センターに
保護され、飼い主が見つからないと動物
愛護相談センターに収容されます。飼い
主の責任の所在を明らかにし、迷子のペ
ットの発見を容易にするためにも、犬に
は鑑札を着け、猫やその他のペットには
名札などを着け
ましょう。マイ
クロチップの装
着も効果的です。

市n
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

住環境



「市民伝言板」（前期分）の申し込みを
受付開始します

お
知
ら
せ

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

募
集

　
市
で
は
、
次
の
計
画
案
に
関

す
る
ご
意
見
を
市
民
の
皆
さ
ん

な
ど
か
ら
募
集
し
ま
す
。

計
画
名
な
ど
東
久
留
米
市
地
域

防
災
計
画（
素
案
）

募
集
・
閲
覧
期
間
２
月
１７
日
㈪

～
３
月
１０
日
㈪

閲
覧
場
所
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
市
役
所
１
階
）、
防
災
防
犯
課

（
同
２
階
）、
中
央
・
滝
山
・
東

部
・
ひ
ば
り
が
丘
の
各
図
書
館
、

市
n
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

（
各
施
設
の
閉
庁
日
・
休
館
日

を
除
く
）

提
出
方
法
期
間
中
に（
必
着
）、

「
東
久
留
米
市
地
域
防
災
計
画

（
素
案
）へ
の
意
見
」と
明
記
し

て
、
住
所
・
氏
名
・
年
代（
例

＝
２０
代
）・
電
話
番
号
・
ご
意

見（
書
式
自
由
）を
記
入
の
上
、

郵
送（
〒
２０３

−

８
５
５
５
、
市

役
所
防
災
防
犯
課
宛
て
）、
o

（
０４２
・
４
７
０
・
７
８
０
７
）、

m（bosaibohan

＠city.hi�
gashikurum

e.lg.jp

）で
提

出
を
。
口
頭
で
の
ご
意
見
は
受

け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。
お
寄
せ

い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
、
個
人

情
報
を
除
い
た
上
で
要
約
し
、

市
n
で
公
開
し
ま
す
。
ご
意
見

の
返
却
や
個
別
の
回
答
は
行
い

ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご

了
承
く
だ
さ
い

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

６
９

市n

都
営
住
宅（
東
久
留
米

市
地
元
割
当
）の
入
居

者
募
集

　
２
月
１９
日
㈬
か
ら
都
営
住
宅

の
シ
ル
バ
ー
ピ
ア（
高
齢
者
集

合
住
宅
）の
入
居
者
を
募
集
し

ま
す
。

種
類
・
対
象
①
単
身
者
向
け
▼

前
沢
二
丁
目（
前
沢
２

−

６
）＝

１
戸（
１
Ｄ
Ｋ
）▼
大
門
町
二
丁

目（
大
門
町
２

−

１２
）＝
１
戸

（
１
Ｄ
Ｋ
）▼
中
央
町
二
丁
目

（
中
央
町
２

−

３
他
）＝
１
戸

（
１
Ｄ
Ｋ
）▼
幸
町
一
丁
目（
幸

町
１

−

１１
他
）＝
１
戸（
１
Ｄ

Ｋ
）▼
柳
窪
三
丁
目（
柳
窪
３

−

３
）＝
１
戸（
１
Ｄ
Ｋ
）

②
２
人
世
帯
向
け
▼
幸
町
一
丁

目（
幸
町
１

−

１１
他
）＝
１
戸

（
２
Ｄ
Ｋ
）

申
込
資
格
申
込
者
が
市
内
に
継

続
し
て
３
年
以
上
居
住
し
て
い

る
こ
と
、
６５
歳
以
上
で
あ
る
こ

と
な
ど
。
詳
細
は
募
集
案
内
を

ご
確
認
く
だ
さ
い

　
※
２
月
上
旬
に
実
施
さ
れ
た

東
京
都
の
定
期
募
集
に
申
し
込

ん
で
い
る
場
合
で
も
申
し
込
み

可
能
で
す
が
、
両
方
に
当
選
し

た
場
合
に
は
、
ど
ち
ら
か
一
方

を
辞
退
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

案
内
配
布
期
間
・
場
所
２
月
１９

日
㈬
～
３
月
６
日
㈭（
閉
庁
日

時
を
除
く
）に
、
都
市
計
画
課

（
市
役
所
５
階
）、
上
の
原
・
ひ

ば
り
が
丘
・
滝
山
の
各
連
絡
所
、

東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
で

k
３
月
６
日
㈭
ま
で
に（
消
印

有
効
）、
募
集
案
内
に
同
封
の

申
込
用
紙
・
申
込
封
筒
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
郵
送
、
ま
た

は
同
課
へ
持
参
を

l
同
課
計
画
調
整
担
当
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
６
２

第
１
回
市
議
会
定
例
会

　
令
和
７
年
第
１
回
市
議
会
定

例
会
が
２
月
２８
日
㈮
～
３
月
２６

日
㈬
の
日
程
で
開
催
の
予
定
で

す
。
市
長
の
施
政
方
針
演
説
が

２
月
２８
日
㈮
、
施
政
方
針
に
対

す
る
総
括
代
表
質
問
が
３
月
４

日
㈫
、
一
般
質
問
が
５
日
㈬
～

１０
日
㈪
、
常
任
委
員
会
が
１２
日

㈬
～
１４
日
㈮
、
予
算
特
別
委
員

会
が
１７
日
㈪
～
２４
日
㈪
の
予
定

で
す（
い
ず
れ
も
土
曜
・
日
曜

日
、
祝
日
は
休
会
）。

l
議
会
事
務
局
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
８
９

官
公
署

　
な
ど

交
通
・
労
務
災
害
遺
児

サ
ポ
ー
ト
事
業

　
交
通
事
故
や
労
務
災
害
に
よ

り
父
母
の
ど
ち
ら
か
、
ま
た
は

両
親
を
亡
く
さ
れ
た
市
内
在
住

の
方
に
進
級
祝
い
金
、
入
学
準

備
金
を
差
し
上
げ
ま
す（
生
活

保
護
世
帯
は
除
く
。
父
母
が
再

婚
し
て
い
る
方
も
対
象
外
）。

◎
進
級
祝
い
金

e
４
月
に
進
級
す
る
小
学
校
新

２
年
～
新
６
年
生
と
中
学
校
新

２
・
３
年
生
の
児
童
・
生
徒

金
額
お
子
さ
ん
１
人
に
対
し
１

万
円

◎
入
学
準
備
金

e
４
月
に
小
・
中
学
校
、
高
等

学
校（
技
能
習
得
を
目
的
と
し
、

就
学
期
間
が
１
年
以
上
の
各
種

学
校
を
含
む
）へ
入
学
す
る
児

童
・
生
徒

金
額
小
学
校
が
４
万
８
０
０
０

円
、
中
学
校
が
５
万
４
０
０
０

円
、
高
等
学
校
が
１２
万
円

◎
共
通
事
項

必
要
書
類
▼
交
通
事
故
ま
た
は

労
務
災
害
を
証
明
す
る
書
類
の

写
し
▼
戸
籍
謄
本
の
写
し
▼
申

請
者
の
本
人
確
認
書
類
▼
入
学

許
可
書
の
写
し（
高
等
学
校
入

学
者
の
み
）▼
通
帳
▼
お
子
さ

ん
の
生
年
月
日
が
わ
か
る
も
の

（
健
康
保
険
証
な
ど
）

k
３
月
１９
日
㈬
ま
で
に
直
接
市

社
会
福
祉
協
議
会
事
務
局（
わ

く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
２
階
。
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午

前
９
時
～
午
後
５
時
）、
ま
た

は
中
央
町
地
区
セ
ン
タ
ー（
火

曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
９
時

～
午
後
５
時
）へ

l
同
協
議
会
総
務
担
当
☎
０４２
・

４
７
１
・
０
２
９
４

老
い
支
度
講
座「
楽
し
く

学
ぶ
成
年
後
見
制
度
」

◎
東
京
司
法
書
士
三
多
摩
支
会

後
見
対
策
委
員
会
所
属
の
司
法

書
士
に
よ
る
寸
劇「
女
神
と
後

見
物
語
」

　
障
が
い
の
あ
る
方
や
高
齢
の

方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
ご
家
族
が

抱
く
不
安
や
将
来
の
課
題
に
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
な
解
決
方
法

が
あ
る
の
か
を
寸
劇
で
わ
か
り

や
す
く
説
明
し
ま
す
。

a
３
月
４
日
㈫
午
後
２
時
～
４

時b
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル（
市
役

所
１
階
）

e
市
内
在
住
の
方

f
先
着
４０
人

g
無
料

k
２
月
２８
日
㈮
ま
で
に
市
社
会

福
祉
協
議
会
へ
電
話
ま
た
は
申

し
込
み
フ
ォ
ー
ム
で

l
同
協
議
会
☎
０４２
・
４
７
９
・

０
２
９
４
、
o
０４２
・
４
７
６
・

４
５
４
５

申し込み
フォーム

特
設
行
政
相
談（
無
料
、

予
約
不
要
、
対
面
）

　
行
政
に
関
す
る
困
り
ご
と
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

a
３
月
６
日
㈭
午
前
１０
時
～
午

後
５
時（
受
付
は
午
後
４
時
半

ま
で
）

b
東
京
総
合
行
政
相
談
所（
豊

島
区
南
池
袋
１

−
２８

−

１
、
西

武
池
袋
本
店
７
階『
行
政
・
法

律
・
く
ら
し
の
相
談
コ
ー
ナ

ー
』）

c
登
記
、
相
続
、
税
金
、
そ
の

他
行
政
等
の
困
り
ご
と
に
つ
い

て
、
先
着
順
で
、
相
談
時
間
は

１
件
あ
た
り
原
則
２０
分
以
内

g
無
料

j
▼
参
加
機
関
＝
東
京
法
務
局
、

弁
護
士
会
、
税
理
士
会
、
関
東

管
区
行
政
評
価
局
▼
主
催
＝
総

務
省
関
東
管
区
行
政
評
価
局
・

東
京
行
政
評
価
事
務
所

k
当
日
会
場
で

l
東
京
総
合
行
政
相
談
所
☎
０３

・
３
９
８
７
・
０
２
２
９

第
２
４
９
回
東
京
都
都

市
計
画
審
議
会
の
傍
聴

者
募
集

a
５
月
１５
日
㈭
午
後
１
時
半
か

らb
都
庁
会
議
室

f
１５
人（
事
前
抽
選
）

i
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関

わ
る
案
件
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、

会
議
が
一
部
非
公
開
と
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す

j
付
議
予
定
案
件
は
都
庁
都
市

整
備
局
n
ま
た
は
都
都
市
計
画

課
へ

k
４
月
２３
日
㈬
ま
で
に（
消
印

有
効
）、
往
復
は
が
き（
１
人
１

通
の
み
有
効
）に
住
所
・
氏
名

・
電
話
番
号
・
傍
聴
希
望
の
旨

を
記
入
の
上
、
〒
１６３

−

８
０
０

１
、
都
都
市
整
備
局
都
市
計
画

課
宛
て
郵
送
を

l
同
課
計
画
監
理
担
当
☎
０３
・

５
３
８
８
・
３
２
２
５

会 員 募 集
◆リラックス健康体操＝a毎月 ３回。日
曜日午後 １時半～ ３時b西部地域センタ
ーg入会金１,０００円、会費月２,５００円jじ
っくり効く体の硬い体力がない方、 ７秒
ヨガツボリンパ体操（女性のみ）l池田☎
０４２・４７５・８２５０
◆東久留米歌友会＝a月 ２回。第 １・第
３水曜日午後 １時～ ５時b西部地域セン
ターg会費月２,０００円j大いに歌って笑
って、更に健康！人生これから！お待ち
してますl篠崎☎０９０・１０４２・５７４４
◆東久留米自然ふれあいボランティア＝
a毎月第 ２・第 ４・第 ５土曜日および土
曜日に活動がない金曜日午前 ９時～午後
３時b市内の緑地保全地域などの雑木林
g会費年１,０００円jどなたでも参加でき
ます。詳しくはくるくるチャンネルをl
豊福☎０４２・４７５・７６４３
◆東久留米スクエアダンスクラブ＝a毎
週水曜日午後 ６時半～ ８時半b市民プラ
ザ（市役所 １ 階）g会費月１,２５０円j初心
者の方大歓迎です。老若男女どなたでも、
みんなで楽しみましょうl山口☎０４２・

４７６・０７９２
◆絵手紙ポストの会＝a月 １回。第 ２火
曜日午後 １時～ ３時b生涯学習センター
g会費月１,０００円他jへたでいい、へた
がいいをめざしています。気楽にご入会
くださいl佐久間☎０４２・４７３・２７１８

市 民 伝 言 板

　広報ひがしくるめ「市民伝言板」の
前期分（ ４月１５日号～１０月 １ 日号）の
申し込みを ３月から受付開始します。
　令和 ６年 ４月１５日号分から、申し
込み方法が原則申し込みフォームで
の電子申請に変更になりました。場
所を問わずいつでも申し込みできま
すので、ぜひご利用ください。
i市nで掲載にあたって条件などの
詳細を必ずご確認ください
k ３ 月 １ 日㈯午前 ８時半から、市n
の申し込みフォームで。先着順で受
け付けます（郵送、電話、o、メー
ルでの申し込みはできません）
　※�申し込みフォームでの申し込みが難しい方は、窓
口でも受付が可能です（窓口での受付は ３ 月 ３ 日
㈪から〈閉庁日を除く〉）。

l秘書広報課広報係☎０４２・４７０・７７０８ 市n
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